
DREAMe-W JCBカード DREAMe-S JCBカード会員規約新旧対照表 

変更後 変更前 

第８条（年会費） 

１．本会員は、有効期限月の３か月後の月の第33条に定める約定支払日（ただし入会後最初の年会費については、有

効期限月の翌月の約定支払日） （ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。以下本

条において同じ。） に当行に対し、当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無・人数によって異なり

ます。）を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降

の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはＪＣＢの責に帰すべき事由によらない退会または

会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 

第８条（年会費） 

１．本会員は、有効期限月の３か月後の月の第33条に定める約定支払日（ただし入会後最初の年会費については、有

効期限月の翌月の約定支払日） に当行に対し、当行が通知または公表する年会費（家族会員の有無・人数によ

って異なります。）を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、

翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会

または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 

第25条（ショッピング利用代金の支払い） 

１．本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用をおこなった場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携

会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下の

とおり支払うものとします。 

(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約

定支払日 （ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。以下、本条において同じ。） 

第25条（ショッピング利用代金の支払い） 

１．本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用をおこなった場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携

会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下の

とおり支払うものとします。 

(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約

定支払日 

第26条（ショッピングリボ払い） 

１．本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。 

(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日ま

での間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日（ただし、口座振替に

よる支払いは、当行システム稼働時間内とします。）。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項

②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間に

おけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に

定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 

(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日 （ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間

内とします。）。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日 （ただし、口座振替

による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）において会員が指定した金額を加算して支払うものとし

ます。なお、債務の充当は当行所定の方法によりおこないます。 

第26条（ショッピングリボ払い） 

１．本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。 

(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日ま

での間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該シ

ョッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合

の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリ

ボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料

の計算から除かれるものとします。 

 

(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指

定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定

の方法によりおこないます。 

第27条（ショッピング分割払い） 

２．分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割

支払金は金額が異なります。）とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日（ただし、口座振替による

支払いは、当行システム稼働時間内とします。以下、本条において同じ。）から支払回数回にわたり最終約定支

払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 

第27条（ショッピング分割払い） 

２．分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割

支払金は金額が異なります。）とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最

終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 

第27条の２（ショッピングスキップ払い） 

１．本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代

金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標

準期間満了日の属する月の7か月後の月までのうちから会員が指定した月（以下「スキップ指定月」という。）

の約定支払日（ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に一括（1回）で支払

うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。 

第27条の２（ショッピングスキップ払い） 

１．本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代

金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標

準期間満了日の属する月の7か月後の月までのうちから会員が指定した月（以下「スキップ指定月」という。）

の約定支払日に一括（1回）で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更すること

はできません。 

第30条（キャッシング1回払いの取引を行う目的・利用方法） 

５．本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支

払日（ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に、標準期間の借入金合計額お

よびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属

する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。なお、本会員は

本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随

第30条（キャッシング1回払いの取引を行う目的・利用方法） 

５．本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支

払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1回払い融

資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支

払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい、約定支払日の前に借入金

および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。 



時支払うことができます。  

第30条の２（海外キャッシング1回払いの取引を行う目的・利用方法） 

４．本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約

定支払日（ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に、標準期間の借入金合計

額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1回払い融資日（現地時間）の翌日から標

準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日（日本時間）までの間当行所定の手数料率を乗じた金額）を支払う

ものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にしたがい、約定支払日の前に借入金およ

び手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した

海外の金融機関・ＣＤ・ＡＴＭ保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1か月または2か月後の約

定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額か

ら増額されることはありません。 

第30条の２（海外キャッシング1回払いの取引を行う目的・利用方法） 

４．本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約

定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料（各借入金に対してキャッシング1回払

い融資日（現地時間）の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日（日本時間）までの間当行所定

の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」にした

がい、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海

外キャッシング1回払いを利用した海外の金融機関・CD ・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日

から1か月または2か月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数

料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。 

 

第31条（キャッシングリボ払いの取引を行う目的・利用方法） 

３．キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日（た

だし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に支払うものとします。 

当月15日のキャッシングリボ払い利用残高（キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6

項にもとづきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。）が、

当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシ

ングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。 

なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものと

します。 

４．本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 

(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日（なお、標準期間におけるキャッシン

グ1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更

があった場合は、変更日の翌日）から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を

乗じた金額を翌月の約定支払日（ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に支

払うものとします。 

(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高（ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金お

よび(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差引いた金額）に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支

払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日（ただし、口座振替による支払いは、当行システ

ム稼働時間内とします。）に支払うものとします。 

５．当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返

済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわら

ず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算

した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支

払日（ただし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）においてのみ本会員が指定した

金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。 

第31条（キャッシングリボ払いの取引を行う目的・利用方法） 

３．キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支

払うものとします。 

当月15日のキャッシングリボ払い利用残高（キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第6

項にもとづきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。）が、

当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシ

ングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。 

なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものと

します。 

４．本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 

(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日（なお、標準期間におけるキャッシン

グ1回払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更

があった場合は、変更日の翌日）から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率

を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。 

(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高（ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金お

よび(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差引いた金額）に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支

払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日に支払うものとします。 

５．当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返

済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわら

ず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算

した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支

払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。 

 

第33条（約定支払日と口座振替） 

１． 毎月10日（当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日）を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の

支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額（以下「約定支払額」とい

う。）を、あらかじめ本会員が届出た預金口座（以下「お支払い口座」という。）からの口座振替により支払う

ものとします。なお、口座振替は当行システム稼働時間内に限り行われるものとし、稼働時間内に口座振替がで

きない場合は翌日以降の支払いとして扱うものとします。また、その他事務上の都合により当該約定支払日以降

の約定支払日の支払いとなることがあります。約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該約定支払日

以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替をすることができるものとします。 

 

第33条（約定支払日と口座振替） 

１．毎月10日（当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日）を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支

払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額（以下「約定支払額」という。）

を、あらかじめ本会員が届出た預金口座（以下「お支払い口座」という。）からの口座振替により支払うものと

します。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、

約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座

振替をすることができるものとします。 

 



第34条（明細） 

２．当行は本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJチェック」に登録していない場合には、前項に代えて、

明細書（明細を書面化したものをいう。以下同じ。）を本会員の届出住所宛に送付します。また、当行は本会員

が明細書の発行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付し

ます。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。

当行が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料（以下「明

細手数料」という。）として当行が定める額を標準期間の満了日の翌々月の約定支払日（ただし、口座振替によ

る支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に（ただし、当行所定の事由に該当した場合には、その翌月

以降に繰り延べられる場合があります。）支払うものとします。ただし、当行が公表する事由に該当する場合に

は、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は本会員が明細手数料の支払義務を負

わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通知します。 

第34条（明細） 

２．当行は本会員が標準期間満了日の当月19日までに「MyJチェック」に登録していない場合には、前項に代えて、

明細書（明細を書面化したものをいう。以下同じ。）を本会員の届出住所宛に送付します。また、当行は本会員

が明細書の発行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を本会員の届出住所宛に送付し

ます。なお、年会費のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送付を行わない場合があります。

当行が本会員に明細書を送付した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に係る明細手数料（以下「明

細手数料」という。）として当行が定める額を標準期間の満了日の翌々月の約定支払日に（ただし、当行所定の

事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延べられる場合があります。）支払うものとします。ただし、当

行が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は

本会員が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合がありますが、その場合には事前に公表または通

知します。 

第35条（遅延損害金） 

１．本会員が、会員のカード利用にもとづき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合

（口座振替が第33条第1項記載の時間内にできなかったことにより、約定支払日の翌日以降の支払いとなる場合

を含みます。）には、約定支払額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショ

ッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。）に対しその翌

日から完済に至るまで、また、本規約にもとづき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合に

は、残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ

払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。）に対し期限の利益を喪失した日

の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 

・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 

年14.60％ 

・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 

年20.00％ 

・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い 

法定利率 

第35条（遅延損害金） 

１．本会員が、会員のカード利用にもとづき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合

には、約定支払額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキッ

プ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。）に対しその翌日から完済に至

るまで、また、本規約にもとづき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額

（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金

融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。）に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済

に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 

・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 

年14.60％ 

・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 

年20.00％ 

・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い 

法定利率 

 

２．第1項にかかわらず、ショッピング分割払いにかかる債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。 

(1)分割支払金の支払いを遅延した場合（口座振替が第33条第1項記載の時間内にできなかったことにより、約定支

払日の翌日以降の支払いとなる場合を含みます。）は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌

日から完済に至るまで年14.60％を乗じた金額とします。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元

金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額とします。 

２．第1項にかかわらず、ショッピング分割払いにかかる債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。 

(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至

るまで年14.60％を乗じた金額とします。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利

率を乗じた額を超えない金額とします。 

 

第47条（費用の負担） 

２．本会員が約定支払日（たたし、口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に約定支払額を

支払わなかった場合には、当行と本会員との間の精算のために当行に追加的に生じる事務に要する費用（再振替

費用、事務処理費用、通信費等）の一部として、当行またはJCBが公表する金額を会員は負担するものとし、本

会員は当行の請求に基づき、当該金員を第33条に定める方法により当行に対して支払うものとします。 

第47条（費用の負担） 

２．本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当行と本会員との間の精算のために当行に追加的

に生じる事務に要する費用（再振替費用、事務処理費用、通信費等）の一部として、当行またはJCBが公表する

金額を会員は負担するものとし、本会員は当行の請求に基づき、当該金員を第33条に定める方法により当行に対

して支払うものとします。 

＜繰上返済方法＞ 

 
ショッピン

グリボ払い 

ショッピン

グ分割払い

＊ 

キャッシン

グ1回払い

(国内･海

外) 

キャッシン

グリボ払い 
 

１．CD ・ATMに ○ × × ○ 当行のCD・ATMおよび提携金融機関の

＜繰上返済方法＞ 

 
ショッピン

グリボ払い 

ショッピン

グ分割払い

＊ 

キャッシン

グ1回払い

(国内･海

外) 

キャッシン

グリボ払い 
 

１．CD ・ATMに ○ × × ○ 当行のCD・ATMおよび提携金融機関の



よるご返済 CD・ATM等から入金して返済する方法 

２．口座振替

によるご返

済 

○ ○ × ○ 

事前に当行に申出ることにより、約定

支払日 （当行システム稼働時間内とし

ます。）に口座振替により返済する方

法 

３．口座振込

でのご返済 
○ ○ ○ ○ 

事前に当行に申出のうえ、当行指定口

座への振込みにより返済する方法 

４．持参によ

るご返済 
○ ○ ○ ○ 当行に現金を持参して返済する方法 

※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日 （ただし、

口座振替による支払いは、当行システム稼働時間内とします。）に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利

息を支払うものとします 

よるご返済 CD・ATM等から入金して返済する方法 

２．口座振替

によるご返

済 

○ ○ × ○ 

事前に当行に申出ることにより、約定

支払日に口座振替により返済する方

法 

３．口座振込

でのご返済 
○ ○ ○ ○ 

事前に当行に申出のうえ、当行指定口

座への振込みにより返済する方法 

４．持参によ

るご返済 
○ ○ ○ ○ 当行に現金を持参して返済する方法 

※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割

計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 

 

 


